役　員　・　評　議　員　　報　酬　規　定

（目的）

第1条 この規定は、社会福祉法人三吉（以下「法人」という。）の役員・評議員の報酬及び実費弁償等について定める。

（定義）　

第2条 この規定での役員は、理事及び監事を言う。

 （理事会・評議員会の出席報酬等）

第三条　役員・評議員が理事会・評議員会に出席したとき、交通費の実費分を含め日額６，０００円の報酬を支払うことが出来る。

２　交通費の実費が、報酬の額を超える場合は、その実費とする。

（理事長・社外理事・評議員の勤務・調査の報酬等）

第四条　理事長に、１６ヶ月(年間賞与4ヶ月分を含む)の月額報酬、及び週1日出社日または理事会・評議員会の日以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は日額報酬を、別表により支払うことが出来る。

２　社外理事・評議員が理事会・評議員会出席以外の日に、調査等の業務にあたった場合は、別表により報酬を支払うことが出来る。

（監事の報酬等）

第五条　監事が理事会・評議員会出席以外の日に、法人及び施設の運営状況を指導又は監査の業務にあたった場合、及び評議員選任解任委員会の日は、交通費の実費分を含め日額６，０００円の報酬を支払うことが出来る。

（出張旅費）

第六条　役員が、法人業務のため出張する場合は、別に定める「役員・評議員旅費支給細則」により旅費等を支給することができる。

（改訂）

第七条　この規定の改訂は、理事長が評議員会の承認を受けて行う。

附　　則

１　この規定は、平成19年9月20日から施行する。

２　この規定は、平成22年4月1日から一部改訂実施する。

３　この規定は、平成29年6月27日から一部改訂実施する。

別表　（月額・日額）

	名　　称
	月額報酬
	日額報酬

	理事長　業務報酬等
	１５０，０００円

(毎週１日出社)
	１０，０００円

	社外理事・評議員の

　業務報酬等
	―
	６，０００円
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